
 

次のとおり条件付一般競争入札に付することとしたので、大竹市契約規則（昭

和３９年大竹市規則第１６号）第２条の規定により公告する。 

また、この公告に定めるもののほか、条件付一般競争入札の実施については、

大竹市建設工事条件付一般競争入札（事後審査型）公告共通事項（以下「公告

共通事項」という。）によるものとする。 

なお、本件は、広島県の電子入札システム（以下「電子入札システム」とい

う。）を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続について

は、大竹市電子入札実施要領（令和４年大竹市告示第１４号）に従って行うも

のとする。 

令和８年６月２２日 

大竹市長 入 山 欣 郎   

 

１ 発注内容等 

(１) 工事名 消防庁舎外壁（西面・北面）等改修工事 

(２) 工事場所 大竹市立戸一丁目地内 

(３) 工事概要 建築工事一式 

 外壁改修工 一式 

 屋上防水改修工 一式 

 建具改修工 一式 

(４) 工期 契約締結日から令和９年１月２９日まで 

(５) 落札方式 総合評価（特別簡易型） 

(６) 予定価格 ４６，３２５，０００円 

（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

(７) 調査基準価格 事後公表 

(８) 契約保証金 納付（公告共通事項１４の項参照） 

(９) 資格要件確認書類 事後審査型のため、開札後落札候補者は提出 

（５ 入札参加資格要件確認書類参照） 

２ 入札参加資格 

技術要件以外の要件 

(１) 令和７・８年度大竹市競争入札 

参加資格 

ア 認定業種：建築一式工事 

イ 決定等級：Ａ又はＢ 

(２) 必要な許認可 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条

の許可（建築一式工事業許可）を公告日現在に

おいて、５年以上の期間、継続して受けている

こと。 

(３) 建設業法第３条第１項に規定す 広島県内に主たる営業所を有していること（建



 

る営業所の所在地 築一式工事の許可を受けているもの。）。 

(４) 特定建設業許可の要否 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）

第２条ただし書きに定める金額以上を下請契約

する場合は、特定建設業の許可を必要とする。 

(５) 設計業務等の受託者（右欄に掲

げる者）でないこと又は当該受託者

と資 

本面若しくは人事面において右欄

に掲げる関係を有さないこと。 

島本総合建築設計株式会社 

ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分 

の５０を超える株式を有し、又はその出資の

総額の１００分の５０を超える出資をして

いる。 

イ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権

を有する役員を兼ねている。 

(６) 設計図書の閲覧 設計図書閲覧・貸出申請書を提出し、設計図書

を閲覧した者 

(７) その他 その他公告共通事項で定める入札参加資格の要

件を満たすこと。 

技術要件 

(８) 元請

の施工実

績 

ア 種類 建築一式工事であって、国、地方公共団体、法

人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に

掲げる公共法人又は同法別表第２に掲げる公益

法人等が発注した工事 

イ 完了検査及び引渡 平成２８年度以降に完了検査を受け、当該工事

目的物を引き渡していること。 

(９) 配置

予定技術

者 

ア 専任技術者の要否 請負代金の額が、建設業法施行令第２７条第１

項に定める金額以上となる場合は、専任配置を

必要とする。 

イ 資格等 (ア) 建築一式工事について、建設業法第７条

第２号イ、ロ又はハに該当する者であること。 

(イ) 建設業法施行令第２条ただし書きに定め

る金額以上を下請契約する場合は、(１)アの

認定業種について建設業法第１５条第２号イ

又はハに該当する者で監理技術者の資格を有

すること（監理技術者講習を受講し、受講日

の翌年の１月１日から５年以内の資格である

こと。）。 

※ (１)から(９)までに掲げる要件を全て満たしていること。 

３ 入札日程等 

手続等 期間・期日 場所・方法 

(１) 設計図書の 

閲覧申請 

公告の日から 

令和８年７月６日（月）午後５時まで 

 

設計図書は大竹市ホーム

ページに掲載している

が、閲覧にはパスワード



 

※ 閲覧期間内に申請が無かった場合

は入札を中止する。 

が必要である。 

監理課に「設計図書閲覧・

貸出申請書」を持参、郵

送、メール又はＦＡＸの

上、設計図書閲覧用パス

ワードを受領し、確認（閲

覧）すること。 

(２) 設計図書に 

係る質問 

公告の日から 

令和８年７月６日（月）午後４時まで 

（提出期限後の質問書提出は受け付け

ない。） 

監理課に持参、郵送、メー

ル又はＦＡＸにより提出 

(３) 質問回答 

期限 

令和８年７月９日（木） 大竹市ホームページに掲

載 

(４) 入札書及び 

内訳書並びに総 

合評価に係る技 

術資料等の受付 

令和８年７月１４日（火）午前９時から 

令和８年７月１５日（水）午後４時まで 

電子入札システムにより

提出 

(５) 開札 令和８年７月１６日（木）午後１４時 大竹市役所監理課執務室 

４ 開札後の日程 

(１) 落札候補者の決定 開札及び総合評価の結果、有効な入札をした者のうち

別紙様式第７号総合評価方式（特別簡易型/建築一式工

事）落札者決定基準に基づく評価値の最も高い者を落

札候補者とし、電子入札システムにより落札候補者と

なった旨連絡する。 

(２) 入札参加資格要件確認書

類の提出 

落札候補者は、連絡を受けた日から指定された提出期

限の日までに、「５ 入札参加資格要件確認書類」に掲

げる書類を監理課に電子入札システムにより提出する

こと。 

(３) 入札参加資格審査の結果

通知 

入札参加資格要件確認書類提出日の翌日から起算して

５日以内に通知する。 

(４) 入札参加資格がないと認

められた場合の説明請求期限 

入札参加資格審査結果通知を受け取った日の翌日から

起算して５日以内 

(５) 入札参加資格がないと認

められた場合の説明請求に対

する回答期限 

入札参加資格がないと認められた場合の説明請求提出 

日の翌日から起算して５日以内 

※ (３)、(４)及び(５)の日数については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除いた日数とする。 

５ 入札参加資格要件確認書類 

提出書類 説明 

(１) 入札参加資格確  



 

申請書 

(２) 施工実績調書 「２ 入札参加資格の（８）元請の施工実績」の要件を満

たす工事について、次に掲げる書類のいずれかを添付する

こと。 

ア 建設工事施工実績証明書 

イ 請負契約書等の写し（変更契約を締結しているものに

ついては、変更契約書も含む。） 

ウ 竣工登録工事カルテ受領書及び工事カルテ（竣工登録

データ）の写し（CORINS に登録済みである場合） 

(３) 配置予定技術者の

資格・工事経験調書 

工事内容を記載の上、次に掲げる書類を添付すること。 

ア 雇用関係を証明するものの写し 

イ 建築一式工事について、建設業法第７条第２号イ、ロ

又はハに該当することが確認できるものの写し 

ウ 監理技術者等を配置する場合は、監理技術者証の写し 

(４) 誓約書  

(５) 建設業許可証明書又

は通知書の写し 

ア 公告日現在において、５年以上の期間、継続して建設

業（建築一式工事）の建設業許可を受けていることを証

明する資料 

イ 特定建設業許可を必要とする場合は、特定建設業許可

を受けていることを証明する資料 

(６) 建設業許可申請書

別表の写し 

申請書（鑑）及び別表の写し（営業所、役員等が分かるも

の） 

(７) 経営事項審査結果

通知書の写し 

有効期間内で最新のもの 

※ 書類は、原則電子入札システムにより提出すること。容量が大きい等の理由で電子

入札システムにより提出できない場合は、監理課まで連絡すること。別の方法での提

出を認めるものとする。 

６ その他 

(１) 本案件には、調査基準価格を設定しており、調査基準価格を下回る入札を行った

者は、事後の調査に協力するものとする。この公告に低入札価格調査制度について記

載のない事項は、大竹市低入札価格調査制度事務取扱要綱（平成１１年大竹市告示第 

３３号）による。 

(２) 入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者は、指名除外措置を行うことが 

ある。 

(３) 工事の施工の際に、資材等の調達又はやむを得ず工事の一部分を第三者に請け負 

 わせようとするときは、できる限り市内事業者の利用を図ること。 

(４) その他詳細不明の点については、監理課に文書で照会すること。 

７ 問合せ先 

入札担当部署 大竹市建設部監理課 



 

所在地 大竹市小方一丁目１１番１号 

電話 ０８２７－５９－２１６０ 

ＦＡＸ ０８２７－５７－７１４９ 

Ｅ－ｍａｉｌ kan-syomu@city.otake.hiroshima.jp 

 

  



 

 

別紙様式第７号

工 事 名

工 事 場 所

予 定 価 格

工 事 概 要

総合評価方式
に よ る 理 由

各 評 価 項 目
の 選 定 理 由

評価項目 評価内容 評価基準 配点 備考

①大竹市発注工事の実績あり 3.0

②その他公共発注機関の工事の実績あり 1.5

③その他 0.0

①８５点以上 3.0

③６５点未満・実績なし 0.0

／ 6.0

①１級国家資格者 2.0

②２級国家資格者 1.0

③その他 0.0

①大竹市発注工事の実績あり 2.0

②その他公共発注機関の工事の実績あり 1.0

③その他 0.0

①監理技術者または主任技術者 2.0

②現場代理人 1.0

③その他 0.0

①継続教育の証明あり（40単位以上） 2.0

②継続教育の証明あり（20単位以上40単位未満） 1.0

③上記以外 0.0

／ 8.0

①大竹市内に本店あり 3.0

②大竹市内に支店又は営業所等あり 1.5

③大竹市内に営業所等なし 0.0

／ 3.0

①雇用あり 1.0

②雇用なし 0.0

①加入あり 1.0

②加入なし 0.0

①加入あり 1.0

②加入なし 0.0

／ 3.0

／ 20.0

１００点

（価格以外の評価点の合計を２０点換算）

 標準点(基礎点)＋加算点

（技術評価点／入札価格(千円)）×１，０００

外壁（西面・北面）改修、屋上防水改修、建具更新

総合評価方式（特別簡易型/建築工事）  落札者決定基準

大竹市建設部監理課

消防庁舎外壁（西面・北面）等改修工事

大竹市立戸一丁目地内

46,325,000円（税抜）

民間の持つ技術力を積極的に活用し，価格と品質で総合的に優れた調達を促進するため，総合評価方式を適用する
技術的課題が特になく，工夫の余地も極めて少ないことから，特別簡易型を適用する。

大竹市の標準的な評価項目を選定する

得点

1 企業の施工能力

(1)平成28年4月1日以降の公共工事における
　同種・同規模工事の施工実績

　同種工事：建築一式工事
　同規模工事：予定価格以上

／ 3.0

必須(2)令和5年度から令和6年度までの間に完成・
　引渡しが完了した大竹市の建築一式工事の
　うち、工事成績評定点数の高いものから3件
　の工事の平均点。
※工事成績が3件に満たない場合は、1件65点
　とする。

／ 3.0
②６５点以上　８５点未満
（３．０×（平均点－６５）／２０）

3.0
～0.0

小　　　　　計

必須

(2)平成28年4月1日以降の主任（監理）技術者
　の同種・同規模工事の施工経験
　
　同種工事：建築一式工事
　同規模工事：予定価格以上

／ 2.0

(4)建設系ＣＰＤ協議会の加盟団体が行う継続
　教育（ＣＰＤ）の取り組み状況
 （令和６年度～令和７年度）

／ 2.0

　価格以外の
　評価点

(3)上記施工経験工事に従事した際の役職 ／ 2.0

2 配置予定技術者
　の能力

(1)主任（監理）技術者の保有する資格 ／ 2.0

小　　　　　計

3 地域への貢献度
(1)地域内における営業所等 ／ 必須

小　　　　　計

4 その他

(1)広島県地震被災建築物応急危険度判定士の雇
　用状況（正規雇用）（公告日・指名通知日現在）

／ 1.0

小　　　　　計

必須(2)建設業労働災害防止協会への加入状況

3.0

／ 1.0

(3)建設業退職金共済制度または同様の共済制度
　 への加入状況

／ 1.0

合　　　　　計

標準点(基礎点)

加　　算　　点

技 術 評 価 点

評　　価　　値


